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�愛媛県告示第２２０２号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の２第１項の規定により、次のとおりクリーニング師の資質の向上を図

るための研修を指定した。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 研修の名称

クリーニング師研修

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 山 下 眞 臣

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成１８年２月１２日（日） 松山市市坪西町５５１番地
愛媛県武道館

４ 受講料

５，０００円

�愛媛県告示第２２０３号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の３の規定により、次のとおりクリーニング所又は無店舗取次店の業務

に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を指定した。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の名称

クリーニング業務従事者講習

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 山 下 眞 臣

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成１８年２月１２日（日） 松山市市坪西町５５１番地
愛媛県武道館

４ 受講料

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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�愛媛県告示第２２０４号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

新居浜市 小美野、成
の一部

平成１５年度から
平成１６年度まで

新居浜市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１７年１２月２０日
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�愛媛県告示第２２０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、丹原町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（ほ場整備事業・湯谷口地区）の施行を平成１７年１２

月７日認可した。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２２０６号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・安知生地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２

第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・安知生地区）計画書の写し

� 西条市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１２月２１日から平成１８年１月２５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第２２０７号
伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・上野長尾上池地区）の施行は

、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・上野長尾上池地区）計画書の写し

� 伊予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１２月２１日から平成１８年１月２５日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所本庁
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�愛媛県告示第２２０８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２２０９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町垣生字ムカイ乙５５１の６１

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２２１０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

宇和島市津島町増穂丁９４５の１４７、丁９４５の１４８、丁９

４５の１４９、丁１０７５の１６３、丁１０７５の１６４

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２２１１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

４，５００円

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年１２月
１１日

愛媛県
第１２６０
号

副産石
灰肥料

シーエ
ーツー

アルカ
リ分
５５．０

公定規
格のと
おり

有限会社カル
シオン
愛媛県松山市
三津二丁目１０
番１９号

愛 媛 県 報平成１７年１２月２０日 第１７２１号

１２７６



工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

松山市畑里甲６３５番４から同甲６２５番までの地先公有

水面

� 区域

次の１点から６点までを順次直線で結んだ線並びに６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．５７メートル）における公有水面と陸地との境界線によ

り囲まれた区域

基点（松山市畑里甲６４５番地先の離岸堤に設置された

金属鋲）は、北緯３３度５９分３５秒、東経１３２度３７分１５秒の

地点

１点は、基点から真北９５度３３分５２秒１５４．９１メートルの

地点

２点は、１点から真北３２７度５６分１３秒４．１８メートルの

地点

３点は、２点から真北２３８度２０分５３秒４７．８６メートル

の地点

４点は、３点から真北２３９度１５分１８秒１５．６６メートル

の地点

５点は、４点から真北２４０度５２分４２秒７．３９メートルの

地点

６点は、５点から真北１０５度５２分４８秒５．１８メートルの

地点

� 面積

２７８．２８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１６年４月７日 愛媛県指令１６港第３号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１２月２０日

�������
�愛媛県告示第２２１２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、伊方町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

代表者 伊方町長 畑中 芳久

西宇和郡伊方町仁田之浜１０９２番地

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡伊方町二見字田ノ浦甲３０８３番から同甲３１０８番

までの地先公有水面

� 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線及び１６点

と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町二見字田ノ浦甲３１０３番地先のＢ

護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２７分４０秒、東

経１３２度１７分１２秒の地点

１点は、基点から真北３５６度３３分２７秒４１．３４メートル

の地点

２点は、１点から真北１２６度５５分４０秒２３．４０メートル

の地点

３点は、２点から真北２１６度５５分４０秒２．００メートルの

地点

４点は、３点から真北１２６度５５分４０秒８．２０メートルの

地点

５点は、４点から真北３６度５５分４０秒２．００メートルの地

点

６点は、５点から真北１２６度５５分４０秒３．４０メートルの

地点

７点は、６点から真北２１６度５５分４０秒１３．８０メートル

の地点

８点は、７点から真北１２６度５５分４０秒２０．００メートル

の地点

９点は、８点から真北２１６度５５分４０秒９．６７メートルの

地点

１０点は、９点から真北３２１度１２分２３秒２２．９４メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２３９度４０分４１秒１０．７２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３２６度２９分２９秒７．８８メートルの

地点

１３点は、１２点から真北３２２度０４分０３秒８．７４メートルの

地点

１４点は、１３点から真北３２１度２４分３０秒１３．１１メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２３８度０２分０９秒１．４７メートルの

地点

１６点は、１５点から真北３２２度５０分５１秒４．８７メートルの

地点

� 面積

９８１．８９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１６年７月１２日 愛媛県指令１６港第５２号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１２月２０日

愛 媛 県 報平成１７年１２月２０日 第１７２１号

１２７７



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１７年１２月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１４，５４８

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２９１

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６９，０９２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�愛媛県告示第２２１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第５９号

平成１７年１２月９日
伊予郡松前町大字筒井字上又９４７番１

岡山県津山市野介代１４２８番地１０
山 本 桂 子

１７松局建（開）第６０号

平成１７年１２月９日
伊予郡松前町大字東古泉字恵竃４４１番３

東温市下林甲１３２番地１
松 本 初 美

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の数
（松山市選挙区にあっ
ては、同左の４０万を超
える数に６分の１を乗
じて得た数と４０万に３
分の１を乗じて得た数
とを合算して得た数）

松 山 市 ４１３，９８５ １３５，６６５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５３，５８７ ５１，１９６

宇 和 島 市 ４９，０５３ １６，３５１

八幡浜市・西宇和郡 ４５，７３６ １５，２４６

新 居 浜 市 １０３，４１３ ３４，４７１

西 条 市 ９４，１４２ ３１，３８１

大 洲 市 ３０，８６１ １０，２８７

伊 予 市 ３３，１５２ １１，０５１

四 国 中 央 市 ７７，２１１ ２５，７３７

西 予 市 ３８，７１１ １２，９０４

東 温 市 ２７，９５８ ９，３２０

上 浮 穴 郡 １３，００６ ４，３３６

伊 予 郡 ４３，９１１ １４，６３７

喜 多 郡 ２４，８７３ ８，２９１

北 宇 和 郡 ４１，７３０ １３，９１０

南 宇 和 郡 ２３，２１９ ７，７４０

平成１７年１２月２０日 印刷
平成１７年１２月２０日 発行
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